
自動埋設型暗渠及び補助暗渠の出来形管理基準 

 

１ 目的 

この自動埋設型暗渠及び補助暗渠の出来形管理基準(以下、「管理基準」という。)は、県営土地改良事

業で行う自動埋設型暗渠及び補助暗渠に係る暗渠排水工事（以下、「暗渠排水工事」という。）について、

その施工に当たり工事の出来形管理の適正化を図るため、請負者が実施する管理の基準を定めたもので

ある。 

２ 適用 

この管理基準は、暗渠排水工事を請負により施工する場合に適用するもので、この管理基準と特記仕

様書が一致しない条項は特記仕様書が優先する。 

３ 出来形管理 

出来形管理は、【別紙】により行うものとする。なお、この管理基準又は特記仕様書に明示されていな

い事項及び不明な事項については、監督職員と協議するものとする。 

４ 出来形管理の構成 

  構成は次のとおりとする。 

                            直接測定による出来形管理 

     出来形管理          

                            撮影記録による出来形管理 

 (1) 直接測定による出来形管理 

    工事の出来形を把握するため、【別紙】の１に規定する測定項目を施工順序に従い直接測定（ 以

下、「出来形測定」という。） し、その都度、結果を管理方法に定められた方式により記録し、常に

適正な管理を行うものとする。 

(2) 撮影記録による出来形管理 

出来形測定を実施した場合、【別紙】の２の規定に基づき撮影記録し、常に適正な管理を行うもの

とする。 

 

５ 用語の定義 

管理基準値‥‥‥‥管理基準値は、「規格値」の範囲内に収まるよう、請負者が実施する施工管理の

「目標値」として示したものである。 

規 格 値‥‥‥‥規格値は、設計値と出来形測定値、試験値との差の限界値であり、測定・試験値

は、全て規格値の範囲内になければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】 

 

１ 直接測定による出来形管理                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 撮影記録による出来形管理 

     農業土木工事施工管理基準（平成 20 年５月 20 日付け農計第 181 号制定）の別表Ⅱ「撮影記録による

出来形管理」の撮影箇所一覧表における 13 暗渠排水工事１.吸水渠に準じる。 

 

 




